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人文社会学部 言語文化学科 中国語アジア文化専攻 

（女） 昭和 20 年生 
教授 愛 宕  あ も り 

（オタギ アモリ）（Amori Otagi） 

   
学 位 名 文学修士 京都大学  

◆ 学 位 
取得方法 課程 昭和 46 年取得  

大 学 京都大学文学部東洋史学科 昭和 43 年卒業 
◆ 学 歴 

大 学 院 京都大学大学院文学研究科東洋史学科博士課程 昭和 49 年修了 

� 
人文社会学部言語文化学科アラビア

語アラビア文化専攻学科長 
� 入試広報委員 ◆ 学 内 職 務 

（平成 22 年度） 
�  �  

� 
アラビア語講読Ⅰ、アラビア語講読

Ⅳ 
� 中東現代史Ⅰ ◆ 担当授業科目 

（平成 22 年度） 
� イスラム史 � アジア文化概説Ⅳ 

◆ 職務上の実績に関する事項（資格,免許,特許,等） 

�  

◆ 専門研究分野 ◆ キ ー ワ ー ド 

� イスラム史 � イスラム法制度史 
歴史学  

�  �  

◆ 研 究 概 要 イスラム法制度史について研究 

� 日本中東学会 � 日本イスラム協会 
◆ 所 属 学 会 

� 西南アジア研究会 � 関西アラブ研究会 

◆ 主要著書（５件程度） 

書名・タイトル 単/共 発行年月日 発行所,発表雑誌等,発表学会の名称 

�     

◆ 主要論文（５件程度） 

書名・タイトル 単/共 発行年月日 発行所,発表雑誌等,発表学会の名称 

� 

ファトワー勧告の規定

――バグダーディーの

議論を中心に―― 

単 平成 4年 3月 31 日 

藤本勝次・加藤一朗両先生古希記念会刊 

『藤本勝次・加藤一朗両先生古希記念 中

近東文化史論叢』 

� 

イブン・アルジャウジー

『ファトワー勧告の礼

讃』 

単 平成 7年 3月 10 日 
『四天王寺国際仏教大学文学部紀要』 

第 27 号 

� 

ハラージュ地の土地所

有権について――アブ

ー・ユースフとハッサー

フの場合―― 

単 平成 15 年 10 月 20 日 『関西アラブ・イスラム研究』第 3 号 

� 

イスラム訴訟手続にお

ける証人資格審査の起

源について 

単 平成 19 年 3 月 20 日 『四天王寺国際仏教大学紀要』第 44 号 

� 
ジャーヒリーヤ時代に

おけるハカムの仲裁 
単 平成 22 年 9 月 20 日 『四天王寺大学紀要』第 50 号 

◆ その他（５件程度） 

書名・タイトル 単/共 発行年月日 発行所,発表雑誌等,発表学会の名称 

�     

 


